
令和８年５月２９日 

【建設業等の会員様向け】 

刈払機取扱作業者 安全衛生教育講習会開催のご案内 

                            主催 揖斐川町商工会 工業部会 

共催 岐阜労働局長登録教習機関  

コベルコ教習所株式会社 

 

揖斐川町商工会工業部会では、労働安全衛生法に基づく「刈払機取扱作業者」安全衛生教育
の出張講習を下記のとおり、開催します。この機会に、未受講者や新規雇用者などが受講される
ことを推奨いたしますので、ぜひ、お申込み下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記 
 

１．講習開催期間等 
〇講習日  令和８年８月２５日（火）  時間は下記タイムテーブルを参照下さい 

   〇場 所  揖斐川町商工会館 大研修室 

   〇定 員  １０名～３０名（先着順・定員になりしだい締め切ります） 

         なお、申込者が少ない場合は取り止めることもあります。 

 

※ 当講習を修了された方にはコベルコ教習所㈱岐阜教習センター発行の、 
「安全衛生教育修了証」を交付します。 

 

２．受講料 税込１４,０００円(消費税１,４００円、テキスト代含む) 
 
３．申込方法  受講希望者は、受講料を添えて別紙の「特別教育・安全衛生教育受講申込書」 

に所要事項を記入し、揖斐川町商工会までお申込ください。 
※ 添付書類 ・顔写真（縦 3.0 ㎝/横 2.4 ㎝）１枚（写真裏面に氏名を記入して申込書に貼付） 

・自動車運転免許証か、マイナンバーカードの写し（表面および裏面） 
※ 申込期限 令和 8 年７月７日（火）までにお願いします。（定員になり次第、受付終了します） 

 

４．タイムテーブル 
  8：00  ～ 受付 

8：25  ～ オリエンテーション 
8：30  ～ 学科 

11：50  ～ 昼休憩（昼食は各自で持参してださい。研修室で食事は可能です。） 
12：35  ～ 学科 
14：45  ～ 実技 
15：55 修了式 
 

 
裏面も必ずご確認下さい。 

刈払機を使用する作業に就く者は、作業に適した機
種の選定、点検・整備、保護具の使用などの知識を身
に付ける必要があり、事業者は、厚生労働省通達「刈
払機取扱作業者に対する安全衛生教育について（平
成 12年 2月 16日 基発第 66号）」により、特別教育
に準じた教育として、刈払機を使用する業務に就かせ
る労働者に対する安全衛生教育の実施を求められて
います（コベルコ教習所ホームページより）。 肩掛式の刈払機 刈払機の使用イメージ 



５．助成金について 

   ・商工会員事業者で、尚且つ申出がある場合、本講習の修了者に、１社につき４名ま

で、１人あたり４,０００円を揖斐川町商工会工業部会より助成します。 

・１事業所あたり５名以上の受講受付は、先着人数枠の範囲内なら可能ですが、 

助成金申請ができる人数は４名までとします。 

※後日、助成金申請書（商工会様式）を対象事業者に送付しますので、受講修了後に商

工会事務局まで提出して下さい。商工会費の引落口座に助成金を振込します。 

・受講者が代表者でない場合の助成金申請については、「会員事業所に従事している従業

員・専従者・会社役員 等」であることがわかる書類の写し（保険証、確定申告書、会

社登記や法人決算書の役員欄など商工会事務局が求めるもの）の添付が必要です。 

★上記は揖斐川町商工会工業部会独自の助成金についての内容になります。 

 

今回ご案内している「刈払機取扱作業者」安全衛生教育は、国の
．．

助成金利用の対象外科目の

ため、同封して送付してある安全衛生教育受講申込書の「国の助成金利用欄」は、最初から

「利用しない」にマルを印字して選択してあります。 

 

       当出張講習は、岐阜労働局長登録教習機関のコベルコ教習所株式会社様の協力に基づ

き実施いたします。科目の詳細については、下記のコベルコ岐阜教習センターのホーム

ページを参考にして下さい。 

https://www.kobelco-kyoshu.com/gifu/licenses/ 

 

 

６．当日の持ち物 

   ・実技に適した服装（長袖、長ズボン、靴） 

・ヘルメット 

・筆記用具 

   ・印鑑（修了証受領用、認印可） 

   ・昼食 （各自で持参してください。研修室で食事は可能です。） 

   ・本人確認書類（原則、運転免許証。無い方は、マイナンバーカード） 

   ・コベルコ教習所㈱岐阜教習センターにて過去に安全衛生教育講習を受講され、「安全衛

生教育修了証」を交付されている方につきましては、受講当日の受付時に回収のう

え、統合修了証を発行します。受講当日に必ず持参をしてください。（裏面に今回修

了する科目を追記しますので、当日に忘れてしまうと修了証の交付ができません） 

     ※紛失をしている場合は講習日までに再交付の手続きが必要となります。 

   （再交付手続きについて詳しくはコベルコ教習所㈱岐阜教習センター 0584-87-2551 

までお問合せください） 

 

７．その他 
   ・実技で使用する設備は当方で用意します。 
   ・都合により欠席の場合は、後日受講料を返金します。 
    

 連
絡
先 

商工会事務局：担当 小田 
TEL ：0585-22－6185 
FAX ：0585-22－2561 


